
生活改善に関する取り組み
（情報の共有化・共通認識の醸成と機運の盛り上げ）

（１）「２０１０春季生活闘争学習会」の開催
　　連合の闘争方針の学習に主眼を置き、克服すべき諸課
題について認識を一致させ、構成組織の春季生活闘争の
方針論議に資するため、１２月９日（水）に福井県立大学特
任教授の中沢　孝夫氏を講師に招いて学習会を開催した。

（２）「２０１０春季生活闘争 １万人総決起集会」の開催
　　２０１０春季生活闘争における要求実現と闘争の盛り上げ
を図るため、３月７日（日）に名古屋市の栄・久屋広場にお
いて「２０１０春季生活闘争 １万人総決起集会」を開催する。
　　連合の「雇用の安定・確保と新規雇用の創出」などを
はじめとした６項目を柱として政策制度の実現に向けた
当面の取り組み方針を受け、デモ行進と合わせた街宣行
動として、プラカードや政策チラシの配布などで現状を
訴えながら一般市民への理解と世論の喚起を図る。

（３）「２０１０春季生活闘争 交渉状況交流会」の開催
　　第３回闘争委員会（３／９）において、副会長産別を中心
とする構成組織の交渉状況を非正規労働者を含め情報
交換し、相乗効果の発揮に繋げる。

（４）「２０１０春季生活闘争 官公部門決起集会」の開催
　　人事院、総務省をはじめ公務部門における前向きな回
答を引き出すべく、民間労組の回答引き出しのヤマ場に
合わせて、３月１８日（木）に名古屋市教育センターにおい
て「２０１０春季生活闘争 官公部門決起集会」を開催する。

（５）賃上げ・一時金等の要求内容・妥結内容の調査とフィー
ドバック
　　調査広報組合の協力を得て、２月～５月の間に賃上げ・
一時金等の主要要求と妥結の内容を調査し、各構成組織
にフィードバックすることにより、要求実現に向けた活動
の支援を図っていく。

　　広報紙を３月から５月にかけて４回程度発行し、情報の
共有化を図る。また回答・妥結状況については、ＦＡＸ速
報とホームページにより迅速な情報提供に努める。

生活改善に関する取り組み
（中小・未組織労働者の支援の取り組み）

（１）「中小共闘センター」の設置
　　中小労組の闘争を支援するため、１２月８日（火）の第１
回中小・雇用労働委員会において「中小共闘センター」を

　連合愛知は、第３回執行委員会（１２／２４）において、連合本部の方針を踏まえた「２０１０春季生活闘争方針」を決定した。特に、
中小・未組織労働者の支援、非正規労働者に関する取り組み、政策実現の取り組みを主な役割として、情報の共有化・共通認識の
醸成、機運の盛り上げ等に取り組むことを確認した。以下に、連合愛知の基本方針に基づく具体的な取り組みを提起し、連合本部・
構成組織・地域協議会と連携しながら、要求実現に向けて総力を傾注していく。



　設置し、構成組織を主体とする交渉支援とともに中小共
闘センターニュースの発行などにより情報を共有し、要
求実現に向けた意識醸成を図りながら解決促進を支援し
ていく。雇用の維持、確保への対応は、構成組織の対応を
基本とし、個別事案について構成組織から連合愛知に要
請があった場合は、機関会議に諮った上で対応する。

（２）「２０１０春季生活闘争 中小労組決起集会」の開催
　　中小労組の闘争の盛り上げを図るため、１月２９日（金）
に電気文化会館において「２０１０春季生活闘争 中小労組
決起集会」を開催した。

　　中小労組の交渉力を強化するため、労働組合としての
主張や連合愛知ミニマム目標値、愛知県下の賃金実態に
ついて理解を深める。加えて、中小労組の要求実現が、未
組織・未加盟組合の賃金・労働条件の底上げなど地域社
会への波及に繋がることや、要求構築の考え方や交渉力
強化のための訴求点などについても共有を図る。

（３）「２０１０春季生活闘争 中小労組情報交換会」の開催
　　相互激励訪問に代えて、中小労組の２月末までの要求
書提出状況と大手を含めた経営者側の主張及び交渉の
争点、組合の訴求内容等を共有し、中小労組の交渉を後
押しするために、３月４日（木）ワークライフプラザれあろ
において「２０１０春季生活闘争 中小労組情報交換会」を
開催する。

（４）「２０１０春季生活闘争 中小労組情勢報告交流会」の開催
　　３月末までの妥結状況を確認し、厳しい交渉状況が想定
される中小労組の妥結に向けた一層の体制強化と最後ま
でやりきる決意を固める場として、４月８日（木）にワークラ
イフプラザれあろにおいて「２０１０春季生活闘争 中小労組
情勢報告交流会」を開催する。
　　連合中央の中小共闘の取り組みや各構成組織におけ
る闘争状況の情報交換を行い、解決促進を支援する。

（５）連合愛知ミニマム運動の推進
　　連合愛知ミニマム運動として、連合愛知全体の賃金の
底上げをめざして、連合愛知ミニマム目標値を設定する
とともに、愛知県下（集約した賃金データより算出）の賃
金水準を公開する。加盟組合は、ミニマム目標値と自ら
の賃金実態を踏まえて、賃金水準の確実な維持を図りつつ、
愛知県下（集約した賃金データより算出）の賃金水準も
意識した取り組みを推進する。
　　また、加盟組合が自らの職場の賃金カーブを描き、カ
ーブの維持・改善を図るため、「個別賃金分析プログラム」
の活用拡大を図ることで、中小労組の水準の維持と格差
是正の取り組みを支援していく。

（６）愛知県最低賃金の引き上げに向けた取り組み
　　連合本部の方針に基づき、地域別最低賃金、産業別最
低賃金の改正に向けた取り組みを推進する。

　　構成組織、
加盟組合
においては、
愛知にふ
さわしい
水準（連合
リヴィング
ウェイジの
愛知８８０
円以上）で
の企業内
最低賃金
協定の締結に向けて取り組む。

ワークルール、働き方に関する取り組み

（１）ワークルールの実現、法令遵守の取り組み
　　「働く者のためのワークルールの実現」に向け、重点課
題としている労働者派遣法、雇用保険法について、連合
がめざす法改正の実現のため、春季生活闘争期における
賃金・労働条件改善の取り組みと政策・制度実現の取り組
みを「車の両輪」とする強い意識を持って理解・意識啓発
活動に取り組み、中央・地方が連携して法制定運動の盛り
上げを図る。
　　連合が提起する「働く者のためのワークルール実現」
に向けた街頭行動を、３月７日（日）の「２０１０春季生活闘
争 １万人総決起集会」とあわせて実施する。
　　２月１０日（水）にワークライフプラザれあろにおいて、
　「２０１０春季生活闘争 ワークルール学習会」を開催した。
内容は、①県下の緊急雇用対策について、②改正労働基
準法などの改正内容と労働組合の対応について、③労働
関係法改正及び審議状況と連合の対応について、④男女
雇用機会均等法の改正に伴う育児休業・介護休暇につい
てとし、労働組合として取り組む政策課題について理解
を深めるための学習会とした。

（２）労働関係法の遵守、徹底に向けた取り組み
　　労働組合として取り組むポイント資料を２月１０日の学
習会で再確認するとともに、労働者派遣法や雇用保険法
の改正についても組織内の意識を共有する。また、職場
点検を行った上で「賃金・労働条件の改善に向けた労使
協議推進チェック表」を活用した労使協議を促進し、すべ
ての労働者の労働条件の向上と安定雇用の実現などに
取り組んでいく。
　　特に、働く者として弱い立場にある障害者の法定雇用
率の達成や女性に対する男女雇用機会均等法の遵守など、
雇用を安定し労働条件を守るため、愛知労働局をはじめ
行政に対して監督・指導の強化を要請していく。

非正規労働者に関する取り組み

（１）非正規労働者に対する組織化の取り組み
　　構成組織・加盟単組において、それぞれの職場実態を
把握し、非正規労働者の組織化を進める。
　　すべての労働者に対する連合の取り組みとして「春の
全国一斉労働相談ダイヤル」（２月４日～６日）を実施した。



　連合愛知中小共闘センターは、１月２９日、電気文化会館にお
いて「２０１０春季生活闘争 中小労組決起集会」を開催した。
中小共闘センターは、連合愛知が今春闘に向け、中小企業の
交渉環境の整備と取り組み支援を行うべく立ち上げられてお
り、この集会には、神野会長をはじめ、中小共闘センター津田
委員長・長谷川副委員長・構成組織役員・加盟組合代表者など、
およそ１５０名が参加した。神野会長はあいさつで「一部で明
るさは見えてきたものの、所得格差や将来不安からデフレが
進んでいる。価格競争が働く者の賃金の低下などを招いてい
る。現在の賃金制度の問題点を改善し、格差を是正する取り

組みを強化していかなければならない」と力強く訴えた。
　津田委員長からは、中小共闘センターの取り組み方針とし
て「情報の共有化」「ミニマム運動の推進」などを通した中
小労組支援の必要性が述べられた。その後、JAM東海、UIゼ
ンセン同盟愛知県支部の各代表者から２０１０春闘への決意表
明があった。最後に、参加者全員によるガンバロー三唱で意
思結集を図るとともに、「力を合わせて闘う」という熱い決意
を固め合った。▲あいさつに立つ中小共闘センター津田委員長

政策制度に関する取り組み

（１）２０１０春季生活闘争と連動した政策キャンペーンの展開
　　２０１０春季生活闘争の社会的気運の盛り上げと、連合・
連合愛知の重点政策テーマについての周知・理解促進を
図るべく、“安全・安心で活力ある愛知の創造”を目指し
た政策キャンペーンを展開する。

（２）税制・確定申告運動の取り組み
　　正しい税知識の習得を通じて、納め過ぎた税金を還付し、
公正な税制度のあり方を考える「税制・確定申告セミナー」
を１２月１７日（木）に実施したことを踏まえ、確定申告運動
を職場展開した後、３月１日（月）～５日（金）の間に全地協
と連携して県下各税務署への提出行動を実施する。

（３）「すべての働く者の連帯で、希望と安心の社会を築こう！」
街頭行動の取り組み
　　毎月行っている街頭行動において、２０１０春季生活闘争
期の政策制度課題を中心に訴える。１月２２日（金）には２
月４日～６日の「労働相談ダイヤル」の告知をメインに行い、
２月２５日（木）は春季生活闘争に取り組む意義を訴え、３月

７日（日）には１万人総決起集会後のデモ行進で連合の求
める政策を訴える。

行政、経営者団体等への要請行動

（１）人事院中部事務局長への要請行動
　　公務労協の中央における人事院・政府交渉と連携し、
公務員制度改革や地域の独自課題など組合員の統一要
求実現に向けた県内労使交渉の環境整備と盛り上げを図
るため、「人事院中部事務局への要請行動」を実施する。

（２）愛知県知事・名古屋市長への要請行動
　　公務部門に働く組合員をはじめとする勤労県民・市民
の総合的労働条件の維持・改善に向けて、「愛知県知事へ
の要請行動」と「名古屋市長への要請行動」を実施する。

（３）愛知労使懇談会の実施
　　愛知県経営者協会と年２回の定例懇談会を２月２日（火）
に、中小企業団体中央会との懇談会を３月２日（火）に実施
し、春季生活闘争における県内労使の意見交換を通じて、
労使交渉にあたっての環境整備と盛り上げを図っていく。

力を合わせて闘おう！▲



　連合の全国一斉「なんでも労働相談ダイヤル」
の実施に伴い、連合愛知は、２月４日～６日の３日間
にわたって「春の労働相談ダイヤル」を実施した。
今回は、連合愛知と安心ネットワーク地域センタ
ーの９会場において働く仲間からの相談を受け付
けた。
　新聞広告やテレビ報道もあり、期間中には１４０
件もの悲痛な相談が寄せられた。昨年同様、半数
以上がパート・派遣など非正規労働者からの相談
であり、とりわけ長引く経済状勢の悪化が続く中で、
正社員も含めて雇用問題や賃金に関する相談が
目立った。連合愛知は、今後も「労働相談ダイヤル」
などにおいて、すべての働く仲間の不安や悩みに
応えるとともに、組織化を含めて助言や支援を続
けていく。

「
春
の
労
働
相
談
ダ
イ
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ル
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様
子

▲

　愛知県労働組合役員共済は、各労働組合の役員や職員の方々
が、「安心して組合活動ができる」ことをめざして立ち上げら
れた共済事業である。
　これまでも魅力ある共済制度となるよう、通院による保証
の範囲を拡大したり〔２００８年度より〕１口あたり年額２６０円だ
った掛金を年額２４０円（１０口加入の場合は２,４００円）とした
り〔２００９年度より〕するなど事業の見直しを適宜行ってきて
いる。
　２００９年１２月２４日に開催された第１０回理事会で確認され
た２００９年度の事業報告と決算及び２０１０年度の事業計画と予
算の内容は次のとおり。

１．２００９年度の事業報告
　（２００８年１１月１日～２００９年１０月３１日）
　（１）契約状況（２００９年１０月３１日現在）
　　　契約団体数　３１１団体
　　　加入人数　　９,６７２人
　　　加入口数　　８１,３６６口
　（２）共済金の給付状況
　　　合計　２件　 １４５,０００円
　（３）共済掛金の入金状況
　　　合計　　  ２０,２０２,７３２円
　（４）決算報告

　（５）資産状況
　　　基本財産　　　 ５０,０００,０００円
　　　支払準備金　　２７６,６９３,５７６円
２．２００９年度の剰余金処分
　　全額を支払準備金に繰り入れた。
３．２０１０年度の事業計画
　安い掛金で、組合活動中の不慮の事故に対して手厚い補
償をすることにより、組合役員が安心して活動できる体制
をサポートするため、連合愛知の加盟組合に加入を呼びか
けるキャンペーンに力を入れる。共済金の適正な審査と給
付を迅速に行い、安定した魅力のある事業運営とサービス
を継続して行っていく。また、より充実・安定した自主共済・
保証制度となるよう、共済金の給付水準及び内容などにつ
いて検討を進める。

４．２０１０年度の収支予算

　　　　　　　　　　 収　　　入　(単位：円)

　　　　  科　　目

事業収入

　　　　　　　　受入共済金

事業外収入

　　　　　　 受取利息・配当

　　　　  収入合計

期末決算額  

 

２０,２０２,７３２

１,３８３,５９３

２１,５８６,３２５

予算対比（％）

  

９４.８

１６０.９

９７.３

　　　　　　　　　　 支　　　出　(単位：円)

事業費

　支払共済給付金

会議運営費

　事務管理費

  事務運営費

キャンペーン対策費

支出合計　　　　

収支差額（剰余金）　　

１４５,０００

２９６,８６８

６,０００,０００

１,０１８,４０６

１９０,９９５

７,６５１,２６９

１３,９３５,０５６

３.２

９９.０

１００.０

１０１.８

３８.２

６１.５

１４１.０

事業費　　　　

支払共済給付金

会議運営費

事務管理費

事務運営費

キャンペーン対策費

計　　　

当期剰余金　　

合　計　　

４,５００,０００

５００,０００

６,０００,０００

１,２００,０００

３００,０００

１２,５００,０００

８,４８０,０００

２０,９８０,０００

事業収入　　　

受入共済金

事業外収入　　

受取利息・配当

計　　　

合　計　　

１９,６８０,０００

１,３００,０００

２０,９８０,０００

２０,９８０,０００

支　　　出　(単位：円)収　　　入　(単位：円)



【確認事項】
１．当面の日程について
２．連合愛知各種委員会の委員交代について
　　構成組織の事情により、下記のとおり委員を交代する。
　　    委員会名     構成組織名        新            旧
　 　総務委員会　    自治労       伊藤昌弘　植山　論
　 　中小・雇用労働委員会    フード連合 　山下恒由　遠山　靖
　 　メーデー企画委員会　 サービス・流通連合　中村隆誠　寺澤貴宏
　 　 女性委員会     運輸労連 　 百済阿紀　川本琴希
３.２０１０春季生活闘争「交渉状況交流会」の実施について
　　日　　時：２０１０年３月９日（火）第６回執行委員会終了後
　　場　　所：ワークライフプラザれあろ６F　大会議室
４．構成組織の組織拡大について
５.構成組織の組織拡大ターゲットの精査及び目標の見直
しについて
　　報告期限：２０１０年２月１９日（金）期限厳守
６. 組織拡大ターゲットへの訪問活動の強化について
　　第５次組織拡大中期計画「推進計画」の遂行に向け、
地域協議会・連合愛知事務局についても、結実をめざし
た活動として、年間通した定期的な訪問活動（従来；年
間1回→今年度；年間３回に）を実施する。

７．２０１０春季生活闘争「官公部門決起集会」の開催について
　　日　　時：２０１０年３月１８日（水）１８：３０～１９：３０
　　場　　所：名古屋市教育センター　講堂
８．官公部門の各種交渉・要請行動について
９.中小労組情報交換会の開催について
　　日　　時：２０１０年３月４日（木）１７：００～１８：００
　　場　　所：ワークライフプラザれあろ６F　大会議室
１０.２０１０連合愛知地域ミニマム目標値の設定について
１１.愛知県最低賃金の引き上げに向けた取り組みについて
１２.「賃金・労働条件の改善に向けた労使協議推進」の確
認と周知について

１３.２０１０年 第１回愛知労使懇談会の開催について
１４.愛知県・名古屋市との予算説明懇談会の開催について

　（１）名古屋市　日時：２０１０年２月１５日（月）９:３０～１２:００
　　　　　　　  場所：名古屋市西庁舎１２階　第３会議室
　（２）愛知県　　日時：２０１０年３月２４日（水）９:３０～１２:００
　　　　　　　  場所：愛知県自治センター１２階　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会議室E 
１５.「ACTION　PLAN　AICHI－Ⅱ」進捗状況調査に
ついて

１６.エネルギー関連施設の視察の実施について
　　期　　日：２０１０年５月１４日（金）～１５日（土）
　　参加報告：４月１６日（金）までに参加者を取りまとめて
　　　　　 社会政策局へ

１７.２０１０連合平和行動の派遣について
１８.２０１０交通安全運動の展開について

【議　　事】
１. 各種審議会・委員会等への派遣について
２. ２０１０春季生活闘争の具体的な取り組みについて
３. 連合愛知２０１０年度予算の補正について
４．高浜市議会議員「杉浦康之」氏の推薦取り消しについて
５．清州市議会議員選挙の候補者推薦について
　　投・開票日：２０１０年４月１８日（日）
　　推薦候補者：浅井　泰三（あさい　たいぞう）
　　　　　　　〔無所属・JAM（豊和工業労組）・現３〕
６．知立市議会議員選挙の候補者推薦について
　　投・開票日：２０１０年８月（予定）
　　推薦候補者：村上　直規（むらかみ　なおき）
　　　　　　　〔無所属・自動車総連（トヨタ車体労組）・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現３〕
７.東海市議会議員選挙に伴う候補者推薦取り消しについて
８.東海市議会議員選挙の候補者推薦について
　　投・開票日：２０１０年３月２８日（日）
　　推薦候補者：藏滿　秀規（くらみつ　ひでのり）
　　　　　　　〔無所属・基幹労連（新日鐵名古屋労組）・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新人〕
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あいさつに立つ今泉代表と新役員

月１２日（土）、アイシン企業年金基金会館におい

て「三河西地協　国政・県政報告会」を開催し

ました、報告会では、大西衆議院議員と住田・仲・柴田県

議会議員より、国政ならびに県政報告をいただき、その

後の質疑応答や意見交換では、それぞれの立場での問

題点や課題とその方向性について確認することができ

ました。

刈
谷
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長
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長
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知
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月２１日（土）、刈谷市北部生涯学習センターにお

いて「第２０回三河西地協　定期総会」を開催し

ました。総会には、開催市の竹中市長をはじめ関係諸団

体の来賓や各級議員、構成組織から代議員等の参加が

ありました。総会では、２０１０年度の三河西地協取り組

み方針などが満場一致で可決・決定されました。

�

０９年１０月、三河西地協は、碧海５市の市長に

対して政策要望書を提出しました。三河西地

協三役から要望書提出を行った後、「ゆとりある豊か

な地域社会づくり」を実現するべく、各市長との意見

交換を行いました。意見交換では、現在の市が抱える

課題や取り組み状況などを報告いただき、地協から

は「雇用・環境・仕事と生活の両立支援」などを柱に

要望を訴え、各市長からはいずれも前向きな回答を

いただくことができました。引き続き、政策要望を継

続し「ゆとりある豊かな地域社会づくり」をめざして

いきたいと思います。

�

第２０回三河西地協　定期総会で可決・決定した活動

方針をもとに、地域に根ざした地協をめざし、日々地

協活動に取り組みます。本年は三河西地協において

も安心ネットワーク地域センターを立ち上げます。

地域の方々が何でも気軽に相談することができる

ような相談窓口となるよう環境を整えるとともに、

地協活動を通じて地域貢献することができるよう、

全力で活動していきます。


